
船舶事故調査報告書 

 

                                平成２３年２月３日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２２年５月２１日 １２時１３分ごろ 

発生場所 兵庫県家島諸島南方沖 

姫路市男鹿島灯台から真方位１６０°８.９海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３４°３１.１′ 東経１３４°３８.６′） 

事故調査の経過 平成２２年６月２５日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

 事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

Ａ ケミカルタンカー 第二十五伸
しん

興
こう

丸、４９９トン 

１３４６１３、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、伸

興海運株式会社 

   ６２.０６ｍ（Lr）×１０.００ｍ×４.５０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３５kＷ、平成９年２月 

Ｂ 貨物船 あさひふじ、１９２トン 

１３４６９３、有限会社三久海運 

   ５２.０１ｍ（Lr）×９.００ｍ×５.４０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、６２５kＷ、平成６年２月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ  男性 ６２歳 

   五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成５年５月２８日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２０年３月１７日 

    免状有効期間満了日 平成２５年５月２７日 

  二等航海士Ａ  男性 ４４歳 

   三級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成２年８月９日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２２年７月２日 

    免状有効期間満了日 平成２７年８月８日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６４歳 

   五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和４３年８月２３日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２１年８月１９日 

    免状有効期間満了日 平成２７年２月２５日 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ 右舷船首外板凹損 
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 Ｂ 左舷船首及び船尾ハンドレール曲損 

 事故の経過  Ａ船は、船長ほか５人が乗り組み、家島諸島南方沖において、針路約１

８０°(真方位、以下同じ。)とし、鳴門海峡の通過時刻を調整するため、機

関を半速力前進として速力約１０.０～１０.５ノット（kn）(対地速力、以

下同じ。)で航行した。 

 

船長Ａは、平成２２年５月２１日１１時５０分ごろ～５５分ごろ、二等

航海士Ａに対し、左舷前方４.５Ｍ付近にＢ船を含む２隻が播磨灘の推薦航

路に沿って西進している旨を引き継ぎ、船橋当直を交代して降橋した。こ

の頃、視程は、約１.５Ｍであった。 

二等航海士Ａは、単独で船橋当直中、霧により視界制限状態となった

が、そのことを船長に報告せず、減速、航海灯の表示及び霧中信号を行わ

ないで、西進するＢ船をレーダーで監視しながら、速力約１０.７kn で自

動操舵により南進した。 

二等航海士Ａは、Ｂ船が左舷前方１.２Ｍ付近となった頃、Ｂ船の船尾方

を通過しようとして、手動操舵に切り替え、約６０°左転して針路を約１

２０°に転じたところ、Ｂ船を右舷船首約１５°付近に見るようになり、

その後、Ｂ船と著しく接近する状態となったことに気付き、さらに、左舵

１０°をとって左転を開始したが、１２時１３分ごろ、Ａ船の右舷船首と

Ｂ船の左舷船首とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長ほか２人が乗り組み、明石海峡航路が霧により視界制限状

態となっていたので、船長Ｂが、操船を指揮し、機関長ほか乗組員１人を

昇橋させて見張りなどにつけ、霧中信号を行いながら通航した。 

船長Ｂは、明石海峡航路を通航後、視界が少し回復したので、乗組員１

人を降橋させ、機関長を見張りにつけたまま、自らが手動操舵について西

南西進を続けていたところ、１２時ごろ、再び視界制限状態となったが、

航海灯を表示せず、霧中信号を行わずに航行した。 

 船長Ｂは、家島諸島南方沖に達した頃、霧に濃淡があったので、機関を

全速力前進又は半速力前進としながら、速力約８～９kn で播磨灘の推薦航

路に沿って針路約２４８°で航行した。 

 船長Ｂは、３Ｍレンジとしたレーダーで右舷船首４５°２.５Ｍ付近にＡ

船の映像を探知し、Ａ船が南進していることを知り、Ａ船が１.０～１.２

Ｍ付近に接近したとき、Ａ船の船尾方を通過しようとし、減速して右舵約

７～８°をとって右転を開始した。 

船長Ｂは、Ａ船と著しく接近していることに気付いて、右舵一杯及び機

関を中立としたが、Ａ船と衝突した。 

 気象・海象 気象：天気 霧、風向 南、風力 ２、視程 約１００ｍ 

神戸海洋気象台が５月２１日１１時３５分瀬戸内海に海上濃霧警報

を発表 

海象：潮汐 上げ潮の初期 

 その他の事項  二等航海士Ａは、Ｂ船とは横切り関係にあり、Ａ船が保持船であると思

っていた。また、船長Ｂは、Ａ船とは横切り関係にあり、Ｂ船が避航船で

あると思っていた。 

船長Ｂは、汽笛を吹鳴するとＡ船が迷うのではないかと思い、汽笛を吹

鳴しなかった。 
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 Ａ船の安全管理規程に基づく運航基準には、次のとおり定められてい

た。 

船長は、周囲の気象・海象（視程を含む）に関する情報を確認し、通

常の航行を継続した場合、(中略)・・・周囲の視程が１０００ｍ以下と

なったときは、減速、適宜の変針、反転等の適切な措置をとらなければ

ならない。 

また、Ｂ船の安全管理規程に基づく運航基準には、次のとおり定められ

ていた。 

船長は、航行中、周囲の視程に関する情報を確認し、次に掲げる条件

に達したと認めるときは、当直体制の強化、レーダーワッチ等による厳

格な見張り及び曳船等による先導等、付加的に安全措置を講ずるととも

にその時の状況に適した安全な速力とし、状況に応じて停止、航路外錨

泊又は経路変更の措置をとらなければならない。 

瀬戸内 視程が１,０００ｍ以下の時。 

あり 分析 乗組員等の関与 

なし 船体・機関等の関与 

あり 気象・海象の関与 

Ａ船は、視界制限状態となった家島諸島南方沖

を南進中、二等航海士Ａが、レーダーのみにより

探知したＢ船とは、視界制限状態においても横切

り船の航法が適用され、Ａ船が保持船で、Ｂ船が

避航船であるものと思い込み、Ｂ船が左舷前方約

１.２Ｍに接近するまで、針路及び速力を保持して

航行し、その後Ｂ船の船尾方を通過しようとして

左転を始め、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

判明した事項の解析 

Ｂ船は、視界制限状態となった家島諸島南方沖

を西南西進中、船長Ｂが、レーダーのみにより探

知したＡ船とは、視界制限状態においても横切り

船の航法が適用され、Ａ船が保持船で、Ｂ船が避

航船であるものと思い込み、Ａ船が右舷前方１.０

～１.２Ｍ付近に接近したとき、Ａ船を避航しよう

として減速するとともにＡ船の船尾方に向けて右

転し、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

本事故当時、事故発生場所付近では、霧により

視程が約１００ｍの視界制限状態であったものと

考えられる。 

両船は、視界制限状態になった際、航海灯を表

示せず、視界制限状態における音響信号を行わ

ず、また、安全な速力で航行していなかったもの

と考えられる。 

両船は、海上衝突予防法第１９条の規定（視界

制限状態における船舶の航法）及び安全管理規程

に基づく運航基準を遵守し、レーダーのみにより

相手船を探知した船舶がとることを要求される、
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  十分に余裕のある時期に衝突を避けるための動作

をとっていれば、本事故の発生を回避できたもの

と考えられる。 

原因 本事故は、霧により視界制限状態となった家島諸島南方沖において、Ａ

船が南進中、Ｂ船が西南西進中、両船がレーダーのみにより相手船を探知

していたものの、二等航海士Ａ及び船長Ｂが、視界制限状態においても両

船に横切り船の航法が適用されるものと思い込んでいたため、両船が十分

に余裕のある時期に衝突を避けるための動作をとらず、Ａ船が、Ｂ船と約

１.２Ｍに接近するまで、針路及び速力を保持して航行したのち左転を始

め、また、Ｂ船が、Ａ船と１.０～１.２Ｍ付近に接近したとき、Ａ船を避

航しようとして減速するとともに右転し、両船が衝突したことにより発生

したものと考えられる。 

 




